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６月９日に国・地方脱炭素実現会議第３回会合を開催し、本ロードマップを決定。

地域脱炭素ロードマップ～地方からはじまる、次の時代への移行戦略～ (概要)

地域脱炭素は地域の成長戦略
再エネ等の地域資源の最大限の活用により、地域の課題解決に貢献
一人ひとりが主体となって今ある技術で取り組める

⇒地域の魅力と質を向上させる地方創生に貢献

今後5年間に対策を集中実施し、
① 2030年度までに100カ所以上の「脱炭素先行地域」（※）の創出
② 屋根置き太陽光やゼロカーボン・ドライブなど重点対策を全国で
実施により、地域の脱炭素モデルを全国そして世界に広げる

（※）民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電
力消費に伴うCO2排出実質ゼロまで削減。また、運輸
部門や燃料・熱利用等についても、国全体の削減目標

と整合するレベルに削減。IoT等も活用しながら、取組

の進捗や排出削減を評価分析し、透明性を確保する。

３つの基盤的施策

＜１＞地域と国が一体で取り組む

地域の脱炭素イノベーション

① エネルギー・金融等の知見経験を

持つ人材派遣の強化

② REPOS、EADAS、地域経済循環

分析ツールなど、デジタル技術も

活用した情報基盤・知見を充実

③ 資金支援の仕組みを抜本的に見直

し、複数年度にわたり継続的かつ

包括的に支援するスキームを構築

＜２＞グリーン×デジタルで
ライフスタイルイノベーション

① カロリー表示のように製品・サー

ビスのCO2排出量の見える化

② 脱炭素行動への企業や地域のポイ

ント等のインセンティブ付与

③ ふるさと納税の返礼品としての地

域再エネの活用

＜３＞社会を脱炭素に変える
ルールのイノベーション

① 改正温対法に基づく促進区域内の
再エネ事業促進

② 風力発電の特性に合った環境アセ

スメントの最適化
③ 地熱発電の地域共生による開発加
速化

④ 住宅の省エネ基準義務付けなど対
策強化に関するロードマップ策定

ロードマップ実現のための具体策

キーメッセージ

第3回 国・地方脱炭素実現会議（令和3年6月9日）(出典：首相官邸HP）


